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実は、日本の公的年金制度においては、“年金保険”と呼称される制度の趣旨が必ずしも十分に理解

されていないことも、公的年金に対する理解を妨げているのではないか。日本の生命保険においては、

保険料が掛け捨てとなる商品は好まれない。保険料を支払ったら一部なりとも、それを後で取り返す

といった発想に陥りがちである。しかし、生命保険の領域で死亡保険の料率を考えると、もっとも廉

価なのは純粋な掛け捨ての定期保険であり、そこに貯蓄性やその他のサービスが加わるために、保険

料が高水準になるのである（銀行預金や他の運用手段よりも高い運用利回りが付されるなら、保険に

貯蓄性を求める意味は十分にある）。結果として、掛け捨てでないことに拘るために、経済合理的を欠

くことも考えられる。保険の根本にあるのは、掛け捨てをベースにした相互扶助の精神なのである。 

 

ところが、公的な“年金保険”についても、世代別に支払った保険料対比での年金受取額の比較等

が試算され損得が喧伝されている。保険が、本来的に相互扶助であることを考えると、保険料対比の

年金受取額が世代間で異なることは、少子高齢化の進む社会においてやむを得ないことであり、過大

な期待を持てないことは明白である。世代間格差は年金制度の問題ではなく、むしろ社会における人

口構成の問題なのである。少子高齢化が人口政策の結果であるとして、政府を批判したり、国民の一

人一人に影響が及ぶのはおかしいといった批判も聞こえるが、実際に少子高齢化をもたらしているの

は国民であり、政策を遂行する政府に信認を与えたのも有権者なのである。既に、私たちは少子高齢

化の責任を議論する余裕はなく、むしろ少子高齢化の中でも、年金受給者の老後生活を支えられるよ

うな制度を備えることこそ優先すべきなのである。 

 

少子高齢化に対応するため公的年金に導入された制度として、マクロ経済スライドがある。これに

よって将来の年金受給額が大きく削減されるという誤解も少なからず見られる。公的年金の受給額は、

基本として物価ないし賃金に連動して変動するものとなっており、マクロ経済スライドはその変動幅

に修正を加えるものとなっている。2014 年の財政検証においては、1.1%の調整率が加味されること

となっており、給付額が削減される。ある年に、突然、年金の給付が大幅に削減されるといった過度
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の警戒は、不要であろう。そもそも、物価水準等に連動して年金給付額が変動する年金は、欧米では

企業年金を含め一般的な仕組みであっても、日本の企業年金ではほとんど見られなくなっている。銀

行預金や国債等の金利商品では元本の安全性が確保されていても、物価上昇によって実質的な価値の

目減りが生じる。かと言って、株式等のリスク性資産に投資すると、価格変動によって元本の確保す

ら危うくなるリスクがあり、老後の生活安定には貢献しない可能性が高い。公的年金は、マクロ経済

スライドで多少の調整が行われるものの、物価ないし賃金に連動して給付が変動する仕組みとなって

いる。老後において、物価上昇によって生活が脅かされないことは、素晴らしい利点である。ただし、

急激な物価上昇の過程では、給付増額にタイムラグがあることも意識されるだろう。更に、公的年金

には、年金受給開始以前に亡くなった場合の遺族年金給付や障害を受けて生活に支障が生じた場合等

の障害年金給付が付随しており、より安心可能な制度となっている。これを活用しない手はない。 

 

しかし、足元では、年金財政に対する懸念等を理由として、国民年金保険料の納付率は 63%程度に

留まっている。第１号被保険者は、国民年金保険料を自分で納付しなければならないためである。結

果として、保険料が自動的に給与天引きとなっている第２号被保険者とは、公的年金に対する意識が

異なる。国民年金の保険料を定められた通りに納付していない加入者は、当然、給付額を削減された

り、まったく支給されないことも考えられる。保険料を払わない者が年金を受取れないことの年金財

政に与える影響は、ほぼニュートラルであるが、冷静に考えると、基礎年金に要する財源の半分は、

国庫が一般会計から負担している。つまり、マクロで見ると、国民年金から受取る給付の半分は、加

入者の保険料と積立金の運用益で賄われているが、残りの半分は国民全体が税から負担しているので

ある。国民年金の保険料を納付せず、国民年金を受給しないということは、この半分の国からのサポ

ートの受取りを放棄することなのである。実にもったいないことではないか。 

 

貯蓄や所得もなく十分な年金給付も受けられない場合には、憲法第 25 条の定める“健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利”として、生活保護を受けることができる。近年では、図表のように、

生活保護受給世帯が急速に増える中で、高齢者の生活保護受給が増加している。世帯主の年齢で区分

すると、年金受給層である６５歳以上が概ね半数を占めるようになっている。生活保護は一般会計か

ら支出されるものであり、生活のすべてを国からのサポートで賄うことになるのである。国民年金に

加入せず生活保護の受取りを選択するというのは、半分の国のサポートを拒否し、全額を国にサポー

トされることである。真にやむを得ない事情によって生活保護を受ける制度は必要であるが、保険料

未納付で国民年金を受取れないことを理由として生活保護を受けるのは、平等性の原則から問題があ

ると考えられる。 

 

なお、今年度より生活困窮者自立支援制度が開始されており、６５歳未満の生活困窮者を対象に行

政が様々な支援を提供する枠組みが用意されている。生活保護に比して予算総額は小さい（実際の経

費の多くは、地方公共団体が負担する）ものの、今後の活用が期待される制度である。私たちは、老

後を迎える前に、既存の仕組みを活用し、また、自助努力を追加して準備する必要がある。少しでも

早く老後における様々な課題を認識して、老後を少しでも安心して暮らせるように備えておきたい。 
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図表：生活保護受給世帯の世帯主年齢別分布 

 

出所：厚生労働省『被保護者調査』を元に筆者グラフ化 
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